
第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

資料３－１

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

第１節　子育て支援

施策１　子ども・子育て支援の充実

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

基本計画
掲載頁 58～60

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果
特定型・基本型及び母子保健型の利用者支援事業や子育て支援ホームヘルパーの派遣などを実施し、地域における子育て支援の充
実を図るとともに、保育士不足の解消、放課後児童保育室の狭あい化解消を図るなど、保育環境の充実に努めた。
また、各種補助事業を確実に行うことで、保育の安定した供給に寄与した。

課題
放課後児童保育室での交流型プログラム等、感染症の影響で活動を控えていた事業を再開し、より一層推進していく。
また、保育施設においては、医療ケアや特別な配慮が必要な乳幼児の増加に伴い、受入体制の整備が求められている。

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

子育て支援センター利用者数 63,813人 56,005人

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今後の
方向性 Ⅱ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

更なる子育て支援の充実を図るため、ひとり親世帯医療費の支給対象の増加や児童手当の拡充等に対応し、対象世帯への周知を徹
底する。
また、保育施設での受入体制の整備等、様々な場面において多様化するニーズを把握し、子育て世代への包括的な支援体制を強化
していく。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

0人 Ｂ 保育課

アシタエールの支援に対する満足度（対
象：通所利用時の保護者）

94% 96%

84,760人 Ｃ こども支援課

保育所等の待機児童数 5人 5人

100% Ｂ 児童発達支援セ
ンター

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（２）　地域における子育て支援の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう、市役所
窓口、保健センターや地域子育て支援拠点などにおける情報提供機能や相談体
制の充実を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

特定型・基本型及び母子保健型の利用者支援事業を実施、連携することで妊娠期から子育て期
まで切れ目のない支援を実施した。

こども未来部 こども支援課

（１）　こども基本法の基本理念に基づいた施策の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
子どもに関わる施策の推進に当たっては、子どもの意見表明・参画の機会の確
保を図り、意見を尊重し、子どもの最善の利益を優先して考慮するよう努めま
す。

Ｂ（おおむ
ね順調）

子どもに関わる施策の推進に当たっては、子どもの意見表明・参画の機会の確保を図り、意見
を尊重し、子どもの最善の利益を優先して考慮するよう努めた。

こども未来部 こども支援課

親子で楽しく健全に遊ぶことができる場として、児童センターの充実を図ると
ともに、新たな施設の設置や場の確保に向けて検討します。 Ｂ（おおむ

ね順調）

新座市児童センター及び福祉の里児童センターにおいて、児童の健康を増進し、情操を豊かに
するとともに地域の児童健全育成に関する組織活動の育成支援を図る等、児童の健全育成に関
する事業を総合的に行った。

こども未来部 こども支援課

心身の発達に遅れや心配があると思われる児童及びその保護者に対し、児童発
達支援センターを中心に、療育（発達支援）及び相談を始めとした支援の充実
を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

業績評価の数値としては感染症の影響が徐々に軽減し、実施できなかった支援も可能となって
きており、保護者の満足度も増加してきている。

こども未来部
児童発達支援セ
ンター

妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない支援を行い、母子保健事業、子育て
支援ホームヘルパーの派遣など、子育て家庭への支援を推進します。 Ｂ（おおむ

ね順調）

親族から家事の援助を受けることができない出産直後のお母さんと多胎児を養育する方を対象
にホームヘルパーを派遣し、家事援助を行った。
令和４年度実績２１９時間から令和５年度実績２８６時間となり増加傾向にある。
新型コロナウイルス流行前の数字に緩やかに戻りつつある。

こども未来部 こども支援課

地域全体で子育てを支援するため、地域子育て支援拠点事業や、ファミリー・
サポート・センター事業などを展開します。また、地域や関係機関と連携し、
市民による子育てサークル、子育てボランティア、ＮＰＯなどの活動の更なる
支援に努めるとともに、そのネットワークづくりを進めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

地域子育て支援センター利用者数については、令和５年５月のコロナ５類移行により、利用制
限をなくしたため、緩やかに回復傾向にあるが、計画策定時点における現状値より実績が低く
なった。今後もＰＲに努め、講座等も復活することで、利用者数も増加していく見込みであ
る。

こども未来部 こども支援課

入所待機児童の解消に向け、既存の施設で生じている保育士不足の解消及び幼
稚園における長時間預かり保育事業の推進を図ります。また、待機児童の状況
に応じて認可保育園等の施設整備を支援します。 Ａ（順調）

就職相談会等の開催によって、既存保育施設等の保育士不足の解消を図った。また、幼稚園に
おける長時間預かり保育事業の推進を図った。

こども未来部 保育課

一時保育、休日保育、障がい児保育や病児・病後児保育などの充実を図りま
す。 Ｂ（おおむ

ね順調）
休日保育については、職員の確保ができず、休止中となったが、一時保育、障がい児保育や病
児・病後児保育については推進を図った。

こども未来部 保育課

不妊や不育症への支援など、少子化対策を実施します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

早期不妊検査・不育症検査を受けた方を対象に、その検査費を助成して、少子化対策に寄与し
た。

いきいき健康部 保健センター

（３）　保育環境の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

放課後児童保育室の狭あい化の解消に引き続き取り組むとともに、子どもの放
課後居場所づくり事業（ココフレンド）と連携を図り、放課後の子どもたちが
安心して過ごすことのできる居場所づくりを推進します。 Ａ（順調）

放課後児童保育室の狭あい化を解消するため、狭あい化が著しい野寺放課後児童保育室の建設
工事（令和６年度及び７年度に実施）に向けて設計を実施した。また、放課後児童保育室とコ
コフレンドの連携を図るため、ミニコンサートやスポーツ等のイベントを合同で実施した。

こども未来部 保育課

保育施設及び放課後児童保育室における保育の質を確保するため、保育士及び
支援員の資質向上に努めます。

Ａ（順調）
保育施設及び放課後児童保育室においては、埼玉県主催の資質向上研修等に参加することによ
り、支援員の資質向上に努めた。

こども未来部 保育課
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

○

○

○

○

○

○

（４）　子どもの権利擁護の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
児童虐待の未然防止・早期発見のために、子ども家庭総合支援拠点において関
係機関と連携し、相談や啓発、適切な情報共有などに取り組みます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

各関係機関が情報交換や研修活動を行いながら、相互の連携による児童虐待の防止、効果的な
援助方法や対応等を協議した。
代表者会議１回、研修会１回、実務者会議１２回、個別ケース検討会議１７回実施。

こども未来部 こども支援課

子育てに関する負担軽減を図るため、市独自のこども医療費の無料化を実施し
ます。 Ｂ（おおむ

ね順調）
新型コロナウイルス感染症の流行による受診控えの解消、インフルエンザ流行による支給件
数、支給金額の増加等、需要が上昇する中、こども医療費を支給した。

こども未来部 こども給付課

乳幼児医療費などの子育て家庭に対する経済的支援の充実について、国・県に
積極的に働き掛けます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

公費負担制度を国の制度とし、全国で同一の医療費助成を受けられるようにすることに加え、
県の補助対象年齢を１８歳年度末まで引き上げ、所得制限、自己負担制度の撤廃について要望
した。

こども未来部 こども給付課

各家庭の事情にかかわらず、全ての子どもが健やかに育つことができるよう、
児童虐待防止や里親制度についての普及啓発に努めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

新座地区里親会、各関係機関との情報交換、研修活動を実施。また、里親制度の啓発活動を推
進し、里親制度の普及に努めた。
新座地区里親総会、里親の啓発のための展示、新座地区里親会の意見交換・親睦研修会、朝霞
地区里親会合同研修会、新座地区里親会役員会を実施。

こども未来部 こども支援課

（５）　経済的支援の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

ひとり親家庭の経済的な自立を促進するため、各種支援制度の利用を働き掛けながら、
関係機関と連携して就労を支援します。 Ｂ（おおむ

ね順調）

児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成については、パンフレット等にて更新手続き（現
況届）の際に、各種支援制度の案内を行い就労を支援した。また、必要に応じ、こども支援課
の母子・父子自立支援員につなげた。

こども未来部 こども給付課

（６）　ひとり親家庭福祉の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
ひとり親家庭の実情に応じて的確に対応し、きめ細かな助言や情報提供を行います。

Ｂ（おおむ
ね順調）

児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成については、パンフレット等にて申請の際に、各
種支援制度の案内及び情報提供を行った。また、必要に応じ、こども支援課の母子・父子自立
支援員につなげた。

こども未来部 こども給付課
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第２節　高齢者福祉

施策１　高齢者福祉の充実 基本計画
掲載頁 62～63

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果

市内の医療機関や介護事業所、高齢者相談センターなどの地域の関係機関等との連携により、高齢者が住み慣れた地域で生活でき
るよう支援に努めるとともに、老人福祉センターや高齢者いきいき広場の運営、地域活動の周知などにより高齢者の社会参加や介
護予防の促進を図った。
また、第８期介護保険事業計画に基づき、介護サービスの充実と基盤整備に努めた。

課題

配食サービスの委託事業者の負担を減らすことができるような安否確認の方法や利用者負担額の見直しを検討するとともに、寝具
乾燥サービスや高齢者おむつ等給付など、高齢者数の増加に伴い利用者の増加が見込まれることから持続可能なサービスとしてい
くための検討が必要である。
また、オンライン介護予防教室を見直し、介護予防教室の開催回数を増やして、より多くの市民が参加して介護予防に関する情報
に触れるきっかけを作る必要がある。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

老人福祉センター利用者数 74,885人 115,453人

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今後の
方向性 Ⅱ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

施策展開については、おおむね現状どおり進めていくが、今後も要介護認定者数の増加が予想されるため、介護予防や健康づくり
に関する取組をより一層進めていく必要がある。
また、高齢者の権利擁護の推進のため、高齢者虐待の防止や成年後見制度の利用促進に引き続き取り組んでいく。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

13.20% Ｃ 介護保険課

高齢者相談センター（地域包括支援セン
ター）利用件数

16,245件 15,154件

104,363人 Ａ 長寿はつらつ
課

要介護認定率 13.20% 13.96%

345件 Ｃ 成年後見制度
推進室

23,800件 Ｃ 介護保険課

成年後見制度利用件数 245件 237件

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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主な施策展開の進捗状況

○

◯

長寿はつらつ課

Ｂ（おおむ
ね順調）

市内８か所の高齢者相談センターにおいて総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援の各業務を実施するとともに、地域包括ケアシステムの体制作りを推進することがで
きた。高齢者相談センターでは、軽微な内容から緊急対応が必要な内容まで、多くの相談を受
理し対応している。高齢者相談センター利用件数については、これまで、軽微な相談の件数が
一部含まれていたものを令和５年度から軽微な相談を計上しないことしたため、件数が減少し
た。今後も高齢者相談センターをより多くの市民に知ってもらえるように出前介護相談の実施
や広報等での周知に力を入れていく。

いきいき健康部 介護保険課

医療と介護の両方を必要とする高齢者に、在宅医療と介護を一体的に提供する
ことができるよう、関係機関との連携を推進します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

市内医療機関・介護事業所及び朝霞地区４市などとの間で意見交換や連携した取組を行い、医
療と介護連携推進のための仕組みづくりを構築した。同時に市民への普及啓発にも注力した。
朝霞地区４市共通の課題に対しては、朝霞地区４市合同で取組を実施するなど業務の効率化に
も努め、医療機関及び介護事業所で普及が進んでいない低コストで実施可能なＩＣＴによる情
報連携の仕組みの構築を行ったものの、普及率についてはより一層の増加に向けて検討・実施
していく必要がある。

いきいき健康部 介護保険課

（１）　地域包括ケアシステムの充実・推進と高齢者の権利擁護の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

◯

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生活ができるよう、介護予防・介護度の
重度化防止に向け、地域福祉活動との連携強化や保健・医療・福祉の連携強化
に取り組み、高齢者相談センター（地域包括支援センター）を核とした包括的
な地域ケア体制の更なる充実を進めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

支援が必要な高齢者に対し、高齢者相談センターや居宅介護支援事業所等との連携を中心に、
状況に応じて民生委員、医療機関等とも連携して支援を行い、住み慣れた地域で自分らしく安
心して生活できるよう地域や関係機関の連携強化に取り組んだ。

いきいき健康部

長寿はつらつ課

Ｂ（おおむ
ね順調）

令和５年度に県から派遣されたアドバイザー３名と市で地域連携ネットワーク会議の開催に向
けて意見交換会を実施した。意見交換会において、おおむねの地域連携ネットワーク会議の開
催時期と今後も引き続きアドバイザーが協力していただける旨を確認することができた。地域
連携ネットワークの構築については進めることができているものの、成年後見制度利用者数を
増やしていくためには、制度を利用しやすい環境づくりの検討を進めるとともに、より一層の
制度周知を推進していく必要がある。

いきいき健康部
成年後見制度推
進室

認知症の予防から早期発見、意識啓発に取り組み、認知症の方や家族を地域全
体で見守る地域づくりを推進します。また、認知症になっても本人の意思が尊
重された生活を送ることができるよう、医療・介護・生活支援サービスが連携
したネットワークを形成します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

地域共生のまちづくりのため、認知症カフェや地域の見守り体制の構築に寄与する認知症サ
ポーター養成講座や見守り模擬訓練を実施した。また、できる限り住み慣れた地域で暮らし続
けることができるよう、介護を行う家族への支援サービスも継続して実施した。

いきいき健康部 介護保険課

◯

支援や介護を必要とする高齢者が安心して地域で暮らしていくことができるよ
う、日常生活自立支援事業の利用や成年後見制度の周知及び利用の促進に努め
るとともに、権利擁護における相談の充実を図ります。また、高齢者虐待の防
止や早期発見のため、地域における関係者のネットワークづくりを進めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

高齢者相談センターや居宅介護支援事業所等と連携して高齢者支援を行い、権利擁護のための
制度利用が必要と思われる高齢者に日常生活自立支援事業や成年後見制度の案内及び周知を積
極的に行った。
高齢者虐待防止や早期発見のため、高齢者虐待防止ネットワーク研修会を開催し、居宅介護支
援事業所のケアマネジャー、高齢者相談センター職員、庁内福祉部局職員が参加した。

いきいき健康部

5 / 22 ページ



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

○

○

◯

○

（２）　高齢者の社会参加と健康づくりの推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

長寿はつらつ課

Ｂ（おおむ
ね順調）

にいざプラスカレッジにいざサポートコース〈健康づくり〉を立教大学で開催し、にいざの元
気推進員の養成を行った。会場提供だけでなく、講義には立教大学の教授・講師にご協力いた
だいた。

いきいき健康部 介護保険課

高齢者が主体的に社会参加に取り組み、社会的役割や生きがいを持つことが介
護予防につながることから、高齢者自身が様々な担い手として地域で活躍でき
る仕組みの整備を進めます。 Ａ（順調）

健康長寿ポイント等を利用して対象事業への参加を促し、社会参加に取り組むきっかけづくり
を行った。また、介護予防ボランティアであるにいざの元気推進員の養成やフォローアップ講
座等を行い、自主的に地域で活動できるようバックアップした。

いきいき健康部 介護保険課

高齢者の生きがいや就労につながるよう、地域ボランティア活動などの機会の
提供を進めるとともに、シルバー人材センターの機能の充実を積極的に支援
し、高齢者が就労しやすい環境の整備を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

運営費の一部について助成を行うことで、高齢者に働きがいと生きがいを与えるとともに、活
力ある地域社会づくりに寄与することができた。

いきいき健康部 長寿はつらつ課

○

市内大学などとも連携しながら生涯学習・スポーツ活動や多様な交流活動の機
会の充実に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、老人福祉センターを３か所、高齢者いきいき広
場を５か所設置し、高齢者の健康増進やレクリエーションを通じた仲間づくりの場を提供し
た。また、高齢者の仲間同士がクラブ活動を通じて生きがいと健康づくりを推進するため、老
人クラブ活動を支援した。

いきいき健康部

高齢者の心身の健康保持を図るため、介護予防等自主的な取組を行う高齢者の
通いの場を拡充するとともに、個人でもできるフレイル対策の取組を推進しま
す。

Ａ（順調）

市内６５歳以上の高齢者世帯に地域活動マップや介護予防ガイドブックを郵送し、通いの場へ
の参加等による社会参加の重要性及び健康づくりや介護予防に関する情報の普及啓発を実施し
た。また、ウォーキング教室や介護予防講演会などの実施や介護予防普及啓発冊子等の配布に
より、フレイル予防についての周知を行った。

いきいき健康部 介護保険課

高齢者を対象とする医療制度の円滑な運営に努めるとともに、予防医療の充実
を図ります。

Ａ（順調）
後期高齢者に対し健康診査と人間ドックを実施している。また、高齢者の保健事業と介護予防
の一体的な実施のポピュレーションアプローチにおいて、市民に対して、生活習慣病予防等の
講話を行った。

いきいき健康部 長寿はつらつ課
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○

○

○

（３）　介護サービスの充実と基盤の整備 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
介護保険事業計画に基づき、支援や介護を必要とする高齢者が安心して暮らし
ていくことができるよう、引き続き介護サービス基盤の整備や介護サービスの
充実を図ります。 Ａ（順調）

令和４年度に実施した調査を基に、令和６年度から８年度までを期間とする第９期新座市介護
保険事業計画を策定した。この計画の内容に基づき、引き続き介護サービス基盤の整備や介護
サービスの充実を図る。

いきいき健康部 介護保険課

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者に対するサービス充実のため、認知症対応
型通所介護、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型サービスの充実に努め
ます。 Ａ（順調）

令和３年度に地域密着型サービス事業者の公募を実施し、令和５年度に看護小規模多機能型居
宅介護を整備した(５月開設)。また、令和４年度に公募を行い、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護を整備した(１０月開設)。

いきいき健康部 介護保険課

介護老人福祉施設や介護老人保健施設を運営する事業者に対して支援を進めま
す。

Ａ（順調）
市内の介護保険事業所等を対象に、高齢者虐待防止研修を実施した。また、制度改正やサービ
スについての情報提供を行うとともに、国や県で実施している介護人材の確保等の支援事業に
ついて周知し、活用の促進を図った。

いきいき健康部 介護保険課

7 / 22 ページ



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

第３節　障がい者福祉

施策１　障がい者福祉の充実

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

基本計画
掲載頁 64～65

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果

新座市基幹相談支援センターの機能の充実に努め、新座市地域自立支援協議会と連携し、相談支援体制やサービスの質の充実を
図った。共同生活援助事業所、生活介護事業所、就労継続支援Ａ型事業所及び就労移行支援事業所が増加し、福祉サービス推進の
ための環境の充実に取り組むことができた。
また、ハローワーク朝霞や４市の就労支援センター等との連携や登録者の定着訪問を行い、職場での定着に向けて支援を実施し、
自立と社会参加の支援に取り組むことができた。

課題
新規事業である新座市地域生活支援拠点等事業を着実に進めていくとともに、障がい福祉サービスの需要を的確に把握していく必
要がある。

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

基幹相談支援センター相談件数 2,479件 2,893件

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

施策展開については、現状どおり進めていく。
また、障がい福祉サービス事業所の整備など需要を注視しながら、引き続き福祉サービス推進のための環境の充実に努めていく。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

51人 Ａ 障がい者福祉課

3,222件 Ａ 障がい者福祉課

就労定着支援の利用者数 27人 70人

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

障がい者のスポーツ・文化活動の重要性を踏まえ、機会の充実を図るととも
に、参加の拡大に向けて広く周知します。これらの機会を通じて、障がい者同
士、障がいのある人とない人が互いに理解を深めていくことができるよう、交
流活動の充実に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

引き続き、彩の国ふれあいピックをはじめとした障がい者のスポーツ活動や文化活動の情報の
周知に努めた。

総合福祉部 障がい者福祉課

発達障がいの早期発見と早期療育に努め、保護者や保育士、教職員、支援員等
の障がいに対する理解や意識の向上を図ります。また、保護者に対し、様々な
教育の場を選択するための情報を提供します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

市内小中学校の校長会において障がい児通所支援のうち保育所等訪問支援について説明したほ
か、新座市地域自立支援協議会子ども部会において就学前相談の内容と流れを共有し、間接的
に保護者が様々な教育の場を選択するための情報提供を行うなど、一部に対しては障がい理解
や意識向上を図ることができた。

総合福祉部 障がい者福祉課

（１）　こころのバリアフリー化の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
市民一人一人の障がいに対する理解と認識を深めるため、学校や職場、地域社
会など、様々な場における啓発活動や障がい当事者及び関係機関等が行う福祉
教育の充実に努めます。また、障がいの有無にかかわらず、地域で支え合うこ
とができるよう、地域における様々な団体等と連携した啓発活動に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

障がい者福祉制度に関連する普及・啓発について、市ホームページ及び市広報で実施するとと
もに、引き続き、１２月号広報で、障がい者週間に合わせた特集記事を載せることにより、普
及・啓発を行った。また、福祉教育を実施し、主に小学校を中心に福祉体験学習を実施するこ
とができ、障がい当事者の講話や体験を通して障がい者理解を深めることができた。

総合福祉部 障がい者福祉課

（３）　福祉サービス推進のための環境の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
障がい者やその家族のニーズに対応した適切なサービスを提供できるよう、相
談機能、情報提供機能の充実に努めます。地域における相談支援の中核的な役
割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行う基幹相談支援セン
ターの機能の充実を図るとともに、その周知に努めます。 Ａ（順調）

新座市地域自立支援協議会相談支援部会における事例検討や、新座市基幹相談支援センターに
よる指定特定相談支援事業所を対象とした勉強会等の場の提供や助言、指導を行うことで、指
定特定相談支援事業所の相談機能、情報提供機能の充実に努めるとともに、基幹相談支援セン
ターの機能の充実を図った。また、市内法人が開催する相談支援従事者初任者研修に障がい者
福祉課として協力し、市内の相談支援体制の充実に努めた。

総合福祉部 障がい者福祉課

（２）　生活環境のバリアフリー化の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
平常時の利用だけでなく、災害時や緊急時にも対応できるよう、誰もが利用し
やすい公共施設の整備や移動手段のバリアフリー化を進めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）
引き続き、道路・建物等のバリアフリー化を促進するとともに、新たな公共施設の整備に当
たってはユニバーサルデザインを取り入れ、環境整備を推進する。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための機能を
地域全体で支えるため、地域生活支援拠点等の整備を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

令和６年３月に新座市地域生活支援拠点等事業を開始した。 総合福祉部 障がい者福祉課

（４）　自立と社会参加の支援 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

充実した福祉サービスが提供できるよう、相談支援事業所と連携し、相談支援
やサービスの質の向上を図ります。

Ａ（順調）
新座市地域自立支援協議会相談支援部会や新座市基幹相談支援センターと連携し、相談支援や
サービスの質の向上を図った。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がい者の地域における日中活動や生活の場として障がい福祉サービス事業所
等の充実を図ります。 Ｂ（おおむ

ね順調）
令和5年度は共同生活援助事業所は大幅に増加し、生活介護事業所、就労継続支援Ａ型事業所
及び就労移行支援事業所もそれぞれ1か所増加したが、いまだ需要はあると思われる。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がい者自らが、その意欲と能力、適性に応じて職業生活を設計・選択できる
よう、障がい者就労支援センターが様々な関係機関と連携し、職場での定着に
向けて支援します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

ハローワーク朝霞や４市の就労支援センター等と連携し、情報共有している。また、登録者の
定着訪問を行い、職場での定着に向けて支援を行っている。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がい者福祉施設利用者の工賃向上のために、障がい者施設等からの物品等の
調達を推進します。 Ｂ（おおむ

ね順調）
障がい者就労支援施設等からの物品等の優先調達推進方針を作成し、市による就労支援施設等
への発注の拡大を図っている。

総合福祉部 障がい者福祉課

知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、不利益を受け
ずに日常生活を送ることができるよう、成年後見制度等の周知を図り、適切な
制度利用につなげるとともに、障がい者本人の意思決定の尊重や権利擁護の推
進に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

必要に応じて成年後見制度を案内し、制度の利用に向けての支援を行った。令和5年度は1名の
市長申立てを行い、成年後見人が選任された。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がいを理由とする差別解消の推進、社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ
合理的配慮の提供について、周知に努めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）
出前講座や初任者研修の実施、広報にいざに特集記事を掲載し周知に努めた。また、国主催の
事業者向け説明が開催される際は、事業者へ個別案内メールを送るなどした。

総合福祉部 障がい者福祉課
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

○

○

○

障がい者がリハビリテーションや自立に向けた訓練を円滑に利用できるよう、
情報収集や医療・保健・福祉・教育など関係機関との連携を進めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

新規開設事業所の情報を得た場合は、パンフレット等を入手し情報収集及び情報提供に努め
た。また、新座市地域自立支援協議会の各専門部会の場を活用し、関係機関との連携を進め
た。

総合福祉部 障がい者福祉課

（６）　生活向上のための経済的支援 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

（５）　保健とリハビリテーションの充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
日常生活及び保育・教育の場において医療的ケアを必要とする子どもが適切な
支援を受けることができるよう、地域生活支援の向上を図るための協議の場の
充実を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

協議の場として新座市医療的ケア児支援事業検討会議を令和5年度は2回開催し、支援体制の充
実に向け協議を行った。また、教育相談センターを協議の場の構成員に加え、医療的ケア児
コーディネーターを配置し、協議の場の充実を図った。

総合福祉部 障がい者福祉課

障がい者やその家族の経済的負担を軽減するため、引き続き、福祉手当の支給
や医療費の助成を行うとともに、制度の周知に努めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

福祉手当の支給や医療費助成、公共料金の減免をとおし、障がい者やその家族の経済的負担の
軽減を図った。また、障がい者手帳の取得時等に行う各種サービスの案内やＨＰ等への掲載に
より、制度周知に努めた。

総合福祉部 障がい者福祉課
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

第４節　生活困窮者支援

施策１　生活困窮者支援の充実

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

新たに開始した家計改善支援事業及び就労準備支援事業や小学生の学習支援事業を着実に実施しながら、引き続き生活困窮者の自
立に向けた包括的な相談・支援体制の充実に取り組んでいく。
また、令和７年度から一部事業を新座市社会福祉協議会へ委託予定であるため、委託後も変わらず市民が利用しやすい事業となる
よう、委託後の事業内容、方法について検討していく。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

基本計画
掲載頁 66～67

施策の
達成状況 Ａ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果
新たに家計改善支援事業及び就労準備支援事業を開始し、自立に向けた包括的な相談・支援体制の整備に取り組むことができた。
また、新たに生活保護世帯等の小学生への学習支援を実施し、学習支援に加え、生活習慣や育成環境の改善に取り組むことができ
た。

課題 複雑かつ多様化している生活困窮者の有する課題に対応していくため、引き続き相談・支援体制の充実を図っていく必要がある。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

8世帯 Ａ 生活支援課

就労支援により就労を開始した人の割合 24.40% 37.7%

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

就労指導等により保護廃止となった世帯
数（自立世帯数）

6世帯 12世帯

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

33.00% Ａ 生活支援課

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

（１）　相談体制の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

（２）　自立と生活の支援 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
生活困窮者の支援に当たっては、一人一人の状況に応じたプランを作成し、経
済的な自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本人の状態に応じた支
援を行います。 Ａ（順調）

コロナ禍と物価高騰の影響により、生活が困窮している世帯等に対する相談支援を実施した。
また、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し住居確保給
付金を支給した。

総合福祉部 生活支援課

生活困窮者の生活安定と自立を支援するため、関係機関や団体との連携を密に
し、相談体制の充実を図るとともに、ケースワーカーなどの職員の育成・確保
や資質の向上に努めます。 Ａ（順調）

生活困窮者世帯の状況に応じて関係部署との連携を密にし、離職を余儀なくされた方などの生
活、住宅及び就労等に係る総合相談窓口に相談支援員を配置し、必要な支援を行った。また、
国や県が主催するケースワーカー向けの研修に随時参加し、職員の育成・資質向上に努めた。

総合福祉部 生活支援課

複雑かつ多様化している生活困窮者の有する課題に対応するため、就労、家計
など様々な面の自立に向けた包括的な相談・支援体制の整備に努めます。

Ａ（順調）
生活困窮者世帯等に向けて、令和５年度から家計改善支援事業及び就労準備支援事業を開始し
た。

総合福祉部 生活支援課

中国残留邦人等に対して、老後の生活安定など地域でその人らしい暮らしを実
現するための生活支援を行います。

Ａ（順調）
中国残留邦人等支援給付制度に基づく支援を行った。また、地域生活プログラム事業に係る交
流事業として、ダンス教室及び料理教室を開催した。

総合福祉部 生活支援課

生活保護の実施に当たっては、日本国憲法第２５条の理念に基づく、健康で文
化的な最低限度の生活を保障するとともに、被保護者の能力や置かれた環境に
応じて、自立に向けた支援を行います。 Ａ（順調）

生活困窮者に対し、最低限度の生活を保障するため、保護の適正実施を図り、生活保護制度に
基づいた支援を実施した。被保護者の経済的自立に向けて、就労支援の強化を図るとともに日
常生活における自立支援の充実に努めた。

総合福祉部 生活支援課

貧困の連鎖を防止する観点から、被保護世帯等の子どもがいる世帯に対して学
習支援に加え、生活習慣や育成環境の改善に向けて必要な支援を強化します。

Ａ（順調）
生活保護世帯等の中学生及び高校生を対象に、進学や中退防止等を目的とした子どもの学習・
生活支援事業を行った。また、令和５年度より生活保護世帯等の小学生への学習支援を新たに
実施し、非認知能力の向上や居場所の提供を行った。

総合福祉部 生活支援課
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

施策１　健康づくりの推進

第５節　健康づくり・保健衛生

基本計画
掲載頁 68～69

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果 健康教室や幼児及び親子に対する食育を通じ、市民の生活習慣病の予防と健康の保持増進を図ることができた。

課題
新型コロナウイルス感染症流行下では中断していた事業を、感染症対策をした上で規模を縮小し再開したため、事業の完全再開に
向けた検討を進めていく必要がある。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

がん検診受診率

胃がん　16.9％
乳がん　21.8％

子宮頸がん　18.5％
大腸がん　20.7％
肺がん　23.6％

胃がん　19.7％
乳がん　27.5％

子宮頸がん　22.3％
大腸がん　22.7％
肺がん　25.2％

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

おおむね現状のまま継続していく。
また、規模を縮小していた講座については、カリキュラムや開催回数を見直し改善を図る。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

100% Ｂ 保健センター

自殺死亡率（人口１０万人対） 15.04 13.88

50% Ｃ 保健センター

母子健康手帳交付時の妊婦の状況把握率 95% 99.8%

11.5 Ｂ 保健センター

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味

13 / 22 ページ



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

市民が健康に対する正しい知識を持ち、自ら積極的に身体及び心の健康づくり
を実践していくことができるよう、健康教室の開催や、健康の保持増進及び生
活習慣病に関する知識の普及啓発、情報提供を行います。

Ｂ（おおむ
ね順調）

ココカラダ・プログラムやゲートキーパー養成講座を開催し、ホームページや広報を通じて健
康に関する知識の普及啓発を行った。

いきいき健康部 保健センター

市民が食育活動を実践できるよう、地域、関係団体と連携し、食育を推進しま
す。 Ｂ（おおむ

ね順調）
農産物直売組合との協力、十文字学園女子大学との連携、にいざ食育推進リーダーの活動支援
を通じて、食育を推進することができた。

いきいき健康部 保健センター

（１）　健康づくりの推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

市民の健康づくり活動を行う団体やグループの支援に努めます。
Ｂ（おおむ
ね順調）

食を通じての健康づくりを担っている新座市食生活改善推進員協議会及び食育を推進する活動
を実践しているにいざ食育推進リーダーの活動支援を行った。

いきいき健康部 保健センター
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

施策２　保健衛生の向上

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

検診（健診）については、積極的に受診勧奨を行うなど、更なる受診率の向上を目指す。精神保健については、国や県の動向を注
視しながら、精神保健に関する相談や自殺予防対策に関する事業を実施していく。
また、保健師等の確保を積極的に行うとともに、働きやすい職場環境づくりを推進し、保健センター機能の強化に努める。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

第５節　健康づくり・保健衛生

基本計画
掲載頁 68～69

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果
妊娠期から子育て期にかけて、専門的な相談支援を行うことができた。早期不妊・不育症検査費助成もニーズが高まっており、子
供を望む市民を支援することができた。乳幼児の予防接種については、適切な時期に確実に接種を受けられるよう勧奨通知を行
い、高い接種率を維持できた。

課題
検診（健診）の受診率は上昇したが、目標とする５０％には至らなかった。市民のニーズに応えられる保健サービスを提供するた
め、専門性の高い人材の定着が課題となっている。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

50% Ｃ 保健センター

母子健康手帳交付時の妊婦の状況把握率 95% 99.8%

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

がん検診受診率

胃がん　16.9％
乳がん　21.8％

子宮頸がん　18.5％
大腸がん　20.7％
肺がん　23.6％

胃がん　19.7％
乳がん　27.5％

子宮頸がん　22.3％
大腸がん　22.7％
肺がん　25.2％

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

11.5 Ｂ 保健センター

100% Ｂ 保健センター

自殺死亡率（人口１０万人対） 15.04 13.88

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

○

（１）　保健予防の推進

健康問題の複雑化に対応し、市民ニーズに応えられる保健サービスを提供する
ため、保健センターの機能強化を図るとともに、保健師などの専門性の高い人
材の確保に努めます。

Ｃ（やや遅
れている）

新規採用を行うも既存の職員の退職等により定数の職員確保に至っていない。 いきいき健康部 保健センター

市民のこころの健康づくりを推進するため、講演会・講座等の開催、相談事
業、正しい知識の普及啓発を行うとともに、関係機関と連携し、精神保健事業
の充実を図ります。また、自殺対策計画に基づき、自殺予防対策事業につい
て、効果的な事業の推進に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

心の健康づくりを推進するため、ゲートキーパー養成講座を実施し、訪問・面接・電話等の相
談事業を通じて関係機関と連携しながら対応した。

いきいき健康部 保健センター

施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
母子保健サービスにおいて、妊娠期から子育て期にかかる切れ目ない支援体制
を構築するとともに、乳幼児健康診査の未受診の把握や訪問等による相談支援
の充実に努めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

妊娠届出時面談、赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査等の母子保健サービスにおいて、妊娠期から
子育て期にかかる切れ目ない支援体制を構築するとともに、乳幼児健康診査の未受診の把握や
訪問等による相談支援を実施した。

いきいき健康部 保健センター

関係機関との連携を図り、日常の医療体制のほか、救急医療体制の確保・充実
を図ります。 Ｂ（おおむ

ね順調）

朝霞地区小児救急医療運営事業補助、朝霞地区病院群輪番制病院運営費補助及び朝霞地区小児
救急医療寄附講座支援事業補助を病院及び大学に対して実施し、地域の救急医療体制の確保・
充実に努めた。

いきいき健康部 保健センター

地域医療機関における看護師不足に対応するため、朝霞地区看護専門学校の運
営について助成を行います。 Ｂ（おおむ

ね順調）
朝霞地区４市で朝霞地区看護専門学校の運営に対し補助を行い、地区内での人材育成・確保を
支援した。

いきいき健康部 保健センター

検（健）診・予防接種について、市民が受けやすい環境づくりを進め、疾病予
防の強化を図ります。 Ｂ（おおむ

ね順調）
医療機関との連携により、受診（接種）機会の確保に努めた。引き続き、疾病の発生及び蔓延
防止と、市民の保健意識向上を図るため、適切な情報提供に努めた。

いきいき健康部 保健センター

（２）　保健・医療の連携強化 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

（３）　感染予防対策の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
感染症の正しい知識の普及・啓発を図り、感染症の予防とまん延の防止に努め
るとともに、関係機関や団体と連携し、疾病予防体制の整備を図ります。 Ｂ（おおむ

ね順調）
広報、ホームページ及びSNS等を用いて、感染症等に関する情報の発信に努めた。
また、朝霞地区医師会や市内医療機関、近隣他市と情報共有を行い、体制構築に努めた。

いきいき健康部 保健センター
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

施策１　国民健康保険の充実

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

第６節　国民健康保険・国民年金

基本計画
掲載頁 70～71

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果
国民健康保険の健全な運営、特に収納率の向上に取り組むことができた。
また、被保険者の健康づくりに向けて、生活習慣病の発症及び重症化の予防に取り組むことができた。

課題

令和８年度 令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

特定健康診査の受診率／特定保健指導の
利用率

36.6％／28.4％ 42.4％／21.4％

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度

施策展開に対して、ＫＰＩ「特定健康診査の受診率／特定保健指導の利用率」の達成状況は目標に対して遅れている。
特に、特定保健指導の利用率は計画策定時点における現状値から下回るものであった。

今後の
方向性 Ⅱ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

施策展開については、おおむね現状どおり進めていくが、より効果的な周知方法を検討し、特定健康診査の受診率及び特定保健指
導の利用率の増加に取り組んでいく。

87.80% Ａ 納税課

55％／48％ Ｃ 国保年金課

国民健康保険税収納率 80.10% 87.60%

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

保険者努力支援制度等に基づく歳入の確保に努め、被保険者の負担軽減を図り
ます。

Ａ（順調）
国や県から交付される補助金の交付対象である事業に積極的に取り組み、被保険者の負担軽減
を図った。

いきいき健康部 国保年金課

埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の適正な課税に努める
とともに、納税しやすい環境の整備を進め、収納率の向上を図ります。

Ａ（順調）
運営方針に基づき、令和９年度までの保険税水準の統一に向けて税率改定を実施している。令
和６年度から、賦課方式を２方式へ移行する。短期証の発行など納税課と連携して収納率の向
上を図った。

いきいき健康部 国保年金課

（１）　保険制度の健全な運営 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

（２）　健康増進活動の推進 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
生活習慣病の予防のため、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の利用率の
向上に努めるとともに、被保険者が受診しやすい環境づくりを進めます。ま
た、生活習慣病の重症化や合併症への進行を予防する取組を推進します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

特定健康診査、特定保健指導及び生活習慣病重症化予防対策事業等を実施し、被保険者の生活
習慣病の予防及び生活習慣病の重症化の予防に努めた。特定健康診査受診率及び特定保健指導
利用率は目標値に届いていないため、受診率及び利用率向上対策の検討を行い引き続き向上に
努める必要がある。

いきいき健康部 国保年金課

県との連携を強化しながら、国民健康保険制度に係る補助金などの充実を国に
働き掛けます。

Ａ（順調）
埼玉県と県内市町村が連携を図りながら、国民健康保険制度に係る補助金などの充実について
は、埼玉県が国民健康保険の財政運営の責任主体として国に要望した。

いきいき健康部 国保年金課

医療費通知の充実、レセプト点検の強化、ジェネリック医薬品の普及啓発など
により医療費の適正化を推進し、歳出の削減に努めます。

Ａ（順調）
医療費通知の発送や、ジェネリック医薬品希望シールの配布等を実施し、歳出の削減に努め
た。

いきいき健康部 国保年金課

被保険者の健康の保持・増進のため、特定健康診査の結果や医療情報等を分析
して策定する保健事業計画（データヘルス計画）に基づき、地域の健康課題解
決に向けた取組を推進します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき保健事業を実施し、被保険者の健康の
保持・増進に努めた。特定健康診査の結果や医療情報等を分析し、第３期保健事業実施計画
（データヘルス計画）を策定した。

いきいき健康部 国保年金課

18 / 22 ページ



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

施策２　国民年金制度の推進

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

施策展開については、おおむね現状どおり進めていく。
情報提供や相談体制の充実により、未加入者や未納者の解消に取り組んでいく。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

第６節　国民健康保険・国民年金

基本計画
掲載頁 70～71

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果 国民年金制度の安定的な運営に取り組むことができた。

課題 引き続き、年金制度に関する理解の促進及び無年金・低年金の解消を図っていく必要がある。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

55％／48％ Ｃ 国保年金課

国民健康保険税収納率 80.10% 87.60%

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課

特定健康診査の受診率／特定保健指導の
利用率

36.6％／28.4％ 42.4％／21.4％

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

87.80% Ａ 納税課

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

（１）　制度の周知 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

国との連携を強化しながら、年金相談体制の充実を図ります。

Ｂ（おおむ
ね順調）

日本年金機構から貸与を受けている社会保険オンライン端末を活用しながら、窓口での年金相
談を随時実施した。

いきいき健康部 国保年金課

未加入者の解消に向け、国民年金制度の意義や仕組みなどに関する理解を促進します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

窓口での手続等の際に周知するとともに、広報にいざに定期的に関連記事を掲載した。また、
ホームページを通じて情報を提供し、年金制度の理解促進に努めた。

いきいき健康部 国保年金課

（２）　相談業務の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

施策１　地域福祉の充実

第７節　地域福祉

基本計画
掲載頁 72～73

施策の
達成状況 Ｂ

Ａ：順調に推移した
Ｂ：おおむね順調に推移した
Ｃ：進捗が遅れた

成果

市ホームページや広報等で地域福祉に係る団体の活動等の周知・啓発や福祉フェスティバルの開催を通じて、相談体制・情報提供
機能の充実に取り組むことができた。
また、社会福祉協議会と連携して生活支援体制整備事業を推進することで、地域福祉ネットワークづくりに取り組むことができ
た。

課題
施策展開は現状のまま継続するが、ＫＰＩ「地域福祉活動の拠点の整備」については、目標値が達成できるよう着実に進めてい
く。
また、地域の支え合いづくりを一層推進するとともに、福祉圏域全地区に地域福祉活動の拠点を整備する必要がある。

第１章　基本政策❶　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

福祉に関する困りごとの解決に向けた対
応をした割合

― 100%

令和９年度 目標値
令和５年度時点

達成度※２ 所管課項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今後の
方向性 Ⅰ

Ⅰ：現状のまま継続
Ⅱ：一部見直し等の余地がある
Ⅲ：抜本的な見直し等が必要

成果・課題を踏まえ
た今後の取組方針

地域福祉ネットワークづくりを進めるため地域住民や社会福祉協議会との連携を強化していく。
また、福祉圏域全地区への地域福祉活動の拠点の整備を進める。

【参考】施策領域ごとのＫＰＩ※１（重要業績評価指標）

６地区
（各地域福祉圏域に１か所） Ｂ 福祉政策課

100% Ｂ 福祉政策課

地域福祉活動の拠点の整備 ― 0地区

※１　ＫＰＩは「施策」ではなく「施策領域」ごとに設定しているものです。

※２　【達成状況評価について】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：やや遅れ気味
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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和５年度実績）

主な施策展開の進捗状況

○

○

○

○

○

○

（１）　相談体制・情報提供機能の充実 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課

（２）　地域福祉ネットワークづくり 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
福祉団体の活動の発表の場を設け、幅広い年代に対する福祉意識の啓発に努め
るとともに、福祉団体の自立と社会参加を促進し、連携を強化します。 Ｂ（おおむ

ね順調）
福祉団体やボランティア団体等による実行委員会を組織し、新座市福祉フェスティバルを開催
し、活動発表の機会の提供を行うとともに、参加者に対する福祉意識の啓発を図った。

総合福祉部 福祉政策課

複雑・多様な社会保障制度や福祉サービスを市民が適切に利用できるよう、制
度の狭間にある課題や複合的な課題を抱えた人に対して、関係機関と連携し、
福祉に関する総合的な相談支援体制の整備を図るとともに、地域資源の把握に
努め、地域の中で気軽に利用できる相談体制の確立を目指します。

Ｂ（おおむ
ね順調）

福祉相談室において、どこに相談してよいか分からない福祉に関する困りごとや、離婚問題、
家族の問題等について、包括的に相談を受け止め、内容に応じて関係機関の窓口へつなぐ役割
を果たした。今後も、既存の制度等に留まらず、活用可能な地域資源の情報を収集していくこ
とで、相談体制の確立を目指していく。

総合福祉部 福祉政策課

地域福祉活動への関心と意欲を高めることができるよう、あらゆる媒体を活用
し、コミュニティ情報や地域福祉情報の提供の充実を図ります。 Ｂ（おおむ

ね順調）
市ホームページや広報等で地域福祉に係る団体の活動等の周知・啓発を行った。また、福祉
フェスティバル等の機会を活用し、市民に対し啓発物の配布を行った。

総合福祉部 福祉政策課

（３）　地域で支え合える人材の育成と活動支援 施策の進捗状況 評価の説明 所管部 所管課
地域で支え合える人材の育成に努めるとともに、社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、福祉団体、ボランティアなどによる活動を支援します。 Ｂ（おおむ

ね順調）
地域福祉に関する団体等に対し、活動の支援や補助を行った。また、社会福祉協議会が実施す
る地域支え合いボランティア事業について、事業の補助や周知の協力等を行った。

総合福祉部 福祉政策課

福祉団体、福祉施設や事業所、市内にある各大学や教育機関などの様々な主体
による活動をいかし、連携して地域福祉活動に取り組むことができるよう、地
域福祉ネットワークづくりを進めます。 Ｂ（おおむ

ね順調）

市内の６圏域ごとに福祉団体や地域住民で組織され、支え合いのできる地域づくりを進めてい
る地域福祉推進協議会を所管する社会福祉協議会に対して補助等を行った。また、地域福祉の
拠点の整備について、令和６年度から高齢者いきいき広場の運営を社会福祉協議会に委託する
とともに、地域福祉の拠点についても合わせて設置していくこととして検討が進められた。

総合福祉部 福祉政策課

社会福祉協議会との更なる連携強化に努め、市全域及び各地域福祉圏域で取り
組む課題を協議しながら生活支援体制の整備を進めます。

Ｂ（おおむ
ね順調）

社会福祉法及び介護保険法に基づく生活支援体制整備事業について、生活支援コーディネー
ターを配置するとともに、地域住民による協議体を開催し、地域の支え合いづくりを推進し
た。また、効率的な地域福祉の推進のため、令和６年度から事業の実施を社会福祉協議会に委
託することとした。

総合福祉部 福祉政策課
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